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はじめに

現代社会は至る所にリスクが潜んでおり，リ

スクが遍在する社会である。自然災害というリ

スク，犯罪というリスク，病というリスク等，

リスク社会では，あらゆる損害が，誰にでも降

りかかる可能性のある「リスクの間題」として

顕在化する。

リスク社会という社会認識の浸透と共に，リ

スクに対する不安が上昇している。内閣府の

「国民生活に関する世論調査」によれば，「日常

生活で悩みや不安」を感じている人は69．5％に

も上る［内閣府2007］。生活に対する不安の上

昇は，「生の安全」一を過度に強調し，「生の安全」

と「自由」を同一視する社会への傾斜を後押し

している。

「生の安全」と「自由」の同一視は，リスク

社会に特有の認識ではない。「他人による暴力」

を自由に対する最大の脅威と捉え，社会成員の

生命維持を最大の目的としたホップズの自由概

念が示しているように，「生の安全」と「自由」

を等価とする傾向はこれまでにも存在した。し

かし，予防的措置の極大化を背景とした「生の

安全」の強調は，これまでの社会認識とは非違

続的な様相を呈している。その非連続性を明ら

かにするためには，リスク社会における自由を

再考し，「生の安全」がいかなるものであるの

かを吟味することが必要であろう。

本論文では，リスク社会という社会認識を背

景に自由について考察する。リスク社会におけ

る自由を論じる上で，着目する現象は二つあ

る。

まずは，「個人化」と呼ばれる現象である。

個人化は，「人間の人生があらかじめ決められ

た状態から解き放たれたこと」であり，「人生

の成り行きが個々人の課題として個人の行為に

ゆだねられているのだということ」を意味して

いる［Beck1986：216＝1998：266－267］。個人化

は，伝統的な制度や拘束から個人を解放する一

方で，リスク管理の主体としての役割を個人に

求める。すなわち，個人化の両義性は，「選択

肢の拡大」を確保した上で，「自己責任」とい

う負担を個人に背負わせることにある。この個

人化による「選択肢の拡大」は，個人の自由の

拡大を意味するものなのであろうか。

次に着目する現象は，「アーキテクチャによ

るリスク管理」である。アーキテクチャによ

るリスク管理とは，「物理的に作られた環境」

＊早稲田大学大学院社会科学研究科　博士後期課程4年



204

［Lessig1999＝2001：154］によってリスクを強制

的に排除する手法である。この手法は，サイ

バースペースはもとより，ショッピングモール

やテーマパークに代表される消費空間，さらに

はゲーテツド・コミュニティに代表される居住

空間にまで，ありとあらゆる空間に拡大してい

る。物理的に設定された環境そのものによって

リスクを強制的に排除することと，個人の自由

は両立するものなのであろうか。

これら二つの現象を考察するにあたり，二人

の思想家の自由概念を取り上げる。バーリンと

ホップズの自由概念である。

個人化における自由については，「どれぐ

らい多くのドアーが開かれているか」［Berlin

1958＝1971：58］，すなわち，選択肢の量の間溝

を重視したバーリンの自由論を批判的に展開し

ながら考察する。

アーキテクチャによるリスク管理と自由につ

いては，「生の安全」を何よりも重視したホッ

プズの自由論に依拠しながら考察する。ホッ

プズは，自由とは「外的障碍が存在しないこ

と」［Hobbes1991＝1992［一］：216］であると述

べる一方で，「自由と必然は両立する」［Hobbes

1991＝1992［二］：88］と主張している。この一

見矛盾したホップズの議論を糸口に，アーキテ

クチャによるリスク管理と個人の自由について

考察する。

本論文の目的は，バーリンとホップズの自由

に対するまなざしを軸に，リスク社会における

自由の輪郭を明らかにすることである。「リス

ク社会」と呼ばれる社会で，われわれが手にし

ている自由とは，いかなる形の自由なのであ

ろうか。バーリンとホップズは，「障害が存在

しないことが自由である」と主張する消極的自

由論者として共通する一面を持つ。バーリンの

消極的自由論と，自由と強制をめぐるホップズ

の自由論の双方から自由を捉え直すことによっ

て，リスク社会における自由を立体的に素描す

る。

1．二つのリスク管理

1－1．リスク社会の進展

まずは，ペックの議論に依拠しながら「リス

ク社会」について整理しておこう。

ペックは近代化を「単純な近代化」と「再帰

的近代化」の二つの段階に区分している。近代

化の第一段階である「単純な近代化」に対応す

るのが，「産業社会」である。この産業社会に

おいて，リスクはまだ公の問題や政治闘争の焦

点にはなっておらず，生産活動に伴う「残余リ

スク」として正当化されたままであった。しか

し，産業社会がもたらす脅威が，公的，政治軋

私的な論争や利害衝突を左右するようになる

と，富の生産よりもリスクの処理・再分配に優

先順位を置く「リスク社会」が誕生する［Beck

1986＝1998］。

リスク社会では，経済や科学技術の発展が生

み出すリスクを「どのように管理，暴露，包

容，回避，隠蔽するか」［Beck1986：26＝1998：

25］が公の問題となり，リスクは「人間の行動

や不作為を反映したものとして扱われるように

なる」［Beck1986：300＝1998：376］。従来のリス

クが，地域的で，制御可能で，可視的なもので

あったのに対して，リスク社会におけるリスク

は，グローバルで，制御不可能で，不可視的な

ものとして特徴づけられる。

ルーマンによれば，ペックのリスク概念は

「リスク（Risiko）／安全（Sieherheit）」の図式
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に基づいており，リスクを低減することによっ

て，より完全な安全性に到達することができる

という考えを前提にしている。それに対して，

ルーマンは，「安全の不在」を出発点とし，「リ

スク（msiko）／危険（Ge伝hr）」という区分を

用いて，社会を観察するべきであると主張する

［Luhmann1991＝1993］。

リスク社会で扱われる問題は，因果関係があ

まりにも複雑で境界線が引きにくく，事態の行

方を予測することができない性質を持つ。リス

ク社会では，絶対的な安全も，リスクの伴わな

い意思決定も存在しないのである。己の決定そ

のものがリスクを生み出し，リスクに対処する

あらゆる企てが，新たなリスクの原因となる。

では，リスクと危険の違いとは何なのであろ

うか。ルーマンによれば，未来の損害が自己の

選択の結果として，自らの責任に帰せられるも

のを「リスク」と呼んでいる。それに対して，

未来の損害が自己の責任とは無関係に，自己の

外部に帰せられるものを「危険」と呼んでいる

［Luhmann1991＝1993：21－2］。リスクと危険を

区別する際に重要なのは，損害の種類や大きさ

ではなく，「観察者がある損害をどのように帰

責するか」なのである。

1－2．リスク管理の個人化

ペックはリスク社会論と平行して個人化論を

論じており，個人化を「解放の次元」，「呪術

からの解放の次元」，「統制ないし再統合の次

元」の三つの次元に区分している［Beck1986：

205－219＝1998：252－71］。第一の次元である「解

放の次元」は，伝統的な拘束からの解放を，第

二の次元である「呪術からの解放の次元」は，

行為の規範となるよりどころが失われたことを

意味している。個人化の最後の次元である「統

制ないし再統合の次元」は，バラバラになった

はずの個人が，労働市場や教育制度のようなマ

クロな制度によって統合されていくことを意味

している。

ペックによれば，リスクの管理，処理，分配

は，個人化の過程をその背景としている。個人

化とは，「人生が『自己内省的に』なっている

ことを。そして，社会的にあらかじめ与えられ

た人生が，自分で作っていく，そして作ってい

かなくてはならない人生へと変換されているこ

と」［Beck1986：216＝1998：267］である。この

個人化の過程で，制度は「個々人の人生の外側

にあるものと考えられていたが，ここでは個々

人の人生の内部にあるものと見なされる」よう

になる［Beck1986：210＝1998：259］。

しかし，ペックの個人化とは，単に制度一般

からの解放を意味するものではない。個人化に

より，伝統的な結びつきや扶助関係からは解放

されるが，それと引き換えに，教育システム・

社会保障システム・職業システム・マスメディ

ア等を通じて標準化と管理を強いられるのであ

る［Beck1986：211＝1998：260］。

個人化が強制する管理とは，具体的に何を意

味するのであろうか。それは，市場原理に基づ

いた管理である。

「個人化は，人間が人生を営む上で，あら

ゆる次元において市場に依存することを意味

する」［Beck1986：＝1998：261］。

ケインズ主義的福祉国家政策に代わり，新自

由主義政策が推し進められる現在の日本におい

て，市場原理に基づいた個人化は，その勢いを

増している。

今日，世界的な規模で福祉国家政策の揺らぎ
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が起こっているが，この揺らぎは，1979年のイ

ギリスにおけるサッチャー政権の誕生と，その

翌々年のアメリカにおけるレーガン政権の誕生

に由来するものである。サッチャリズムとレー

ガノミックスは，政府が市場に介入し，総需要

の拡大を図るケインズ主義的福祉国家政策を攻

撃し，「新自由主義」と呼ばれる経済政策を主

張した。この新自由主義とは，経済を市場に委

ね，政府支出を抑制することによって，「小さ

な政府」の実現を目指す主張である。サッチャ

リズムとレーガノミックスの影響下にある日本

でも，1980年以降は脱福祉国家への動きを加速

させている［富永2001］。

福祉国家の機能低下と新自由主義の台頭に

よって，社会政策の目標は，「規律訓練の主体」

の創出から「リスク管理が可能な主体」へと移

行している［酒井2001；渋谷2003］。社会保障

制度の市場化により，個人による私的保険への

加入やセキュリティ商品の購入は増加し，個人

による健康と安全の自己管理が要請されてい

る。福祉国家の保護から抜け出した個人は，リ

スク管理を自己責任で引き受けざるをえないの

である［渋谷2003：48－9］。個人にライフスタ

イル選択の権利を付与すると同時に，個人に

よるリスク管理の強制が進んでいる。「近代の

到来によって，身分の他律的決定の時代はま

り，衝動的，強制的自己決定の時代にはいった」

［Bauman2000＝2001：42］といえよう。

リスク管理の個人化が進んだ社会では，不確

実性に基づいた己の選択に帰責される「リス

ク」の領域が拡大し，己の外部に帰責される

「危険」の領域が縮小している。つまり，未来

の損害の帰責される対象が，神や自然や宿命と

いった自己の外部から，自己の内部に取って代

わられているのである。

リスク発生に関与した者は，たとえそれが自

己の行為によるものでなくても，責任を問われ

る可能性を否定することができない。個人の選

択の帰結は，個人が背負い込まなければなら

なくなり，予測不可能で帰責不能なリスクは，

個人の管理に委ねられる。個人化の両義性は，

「選択肢の拡大」を確保した上で，「自己責任」

という負担を個人に背負わせることにある。個

人化の過程で，「新しい形態の『責任の配分の

仕方』」［Beck1986＝1998：269］が生じているの

である。

1－3．アーキテクチャによるリスク管理

リスク管理を個人の自己決定に完全に委ねる

「個人化」とは対照的に，個人の抱えるリスク

を強制的に排除するのが，アーキテクチャによ

るリスク管理である。

サイバー法を専門家とするレッシグによれ

ば，社会を規制する手段には，法・規範・市

場・アーキテクチャの四つのモードがある。法

は「刑罰の脅し」［Lessig1999＝2001：430］を通

じて，規範はコミュニティのまなざしを通じ

て，市場は価格を通じて，アーキテクチャは

「物理的に作られた環境」［Lessig1999＝2001：

154］を通じて∴杜会を規制する。この中でレッ

シグは，アーキテクチャによる規制に着目して

いる（1）。特に，サイバースペースでは，アーキ

テクチャを設定することが容易であるため，行

為の制約条件を任意に作り出すことができるの

である。

環境そのものを物理的に改変することによる

規制は，サイバースペースのみならず現実世界

でも，われわれの行為可能性を制約する存在と
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して大きな影響を持ち始めている。特に，予

測可能性を追求するテーマパーク，あるいは，

テーマパーク化が進むショッピングモールなど

の消費空間で台頭している。

テーマパークにおいて，アーキテクチャによ

るリスク管理を徹底化させているのが，ディズ

ニーランドである。「非日常性の体験」を商品

として提供するディズニーランドは（2），完成屍

の高い非日常性を演出するために，アーキテク

チャを導入している。

園内の至る所に存在する池・噴水・花壇は，

美的景観の維持を目的すると同時に，利用者の

行動を誘導する働きをしている［Shearingand

Stenning1985：344］。利用者の行動範囲を厳し

く制限する物的障害は，利用者の予測不可能

な行為を未然に防止しようとするものである。

テーマパーク内で利用者が感じる驚きや危険

も，予測可能な範囲内のものなのである。

こうしたアーキテクチャによるリスク管理

は，利用者のみならず，アトラクションや従業

員の動きにまで及んでいる。予期せぬものを徹

底して排除することによって成立する非日常性

の強度は，利用者に対する管理の強度と比例し

た関係にあるといえよう。

一方，大型化・多目的化が進むショッピング

モールは，積極的にテーマパーク的要素を取り

入れている。「ディズニーワールドのような観

光地はショッピングモールとなり，ショッピン

グモールの側は，アミューズメントハーグに

なるだけでなく，観光地となっている」［鮎tzer

1998＝2001：262］。お台場ヴィーナスフオートや

六本木ヒルズ，表参道ヒルズに代表される大型

ショッピングモールは，非日常性を提供する観

光地化が進んでいる。

ショッピングモールにおいて，「アーキテク

チャは，店の周囲で座り込んだり，立ち止まっ

たりするのを防ぎ，人の流れを留まらせないよ

うに設計されている」［Barber2001：204］。アー

キテクチャを設定することで，利用者は外部空

間や舞台裏を見ることなく，非日常性を享受

し，主催者側の予測範囲内の消費行動を主体的

に実行するのである。

ショッピングモールは，様々な娯楽施設を併

設しており，多目的型公共空間として機能して

いるかのように見える。しかし，ショッピング

モールは，一般社会から隔絶した，「プライベー

トピア」［Barber2001：204］と呼ばれる私的な

公共空間と化している。プライベートピアの構

築のために，非日常性を乱すもの，安全を脅か

すものは，アーキテクチャによる管理の下，「社

会的汚染」［U汀y1995＝2003：313］（3）として徹底

的に排除されている。

こうしたア「キテクチャによるリスク管理

は，セキュリティ・テクノロジーとの融合が

進んでいる。現在個人の行動は，データとし

て随時蓄積されており，その蓄積された「デー

タとしての個人」によって個人の行動は管理さ

れている。データ化された個人は，あらゆる空

間に遍在し，個人の行動を監視する（4）。物理的

空間の安全と情報空間の安全の二つの次元から

監視を強化することによって，アーキテクチャ

は人々の行動に対する予測可能性を拡張してい

る。

2．個人化における自由

2－1．消極的自由と積極的自由

個人化における自由を考察するために，まず

は，その後の自由論に多大な影響を与えたバー
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リンの議論を検討しよう。

バーリ　ンは「二つの自由概念」［Berlin

1958＝1971］において，自由に一つの重要な区

分を導入している。それは，「消極的自由」と

「積極的自由」という区分である。

消極的自由とは，「わたくLが自分のする選

択を他人から妨げられないことに存する自由」

［Berlin1958＝1971：320］であり，「他者からの

干渉の不在」を意味している。消極的自由で

は，「他者が介入し得ない領域は自分にどれだ

けあるのか」が問題となる。これに対して，積

極的自由とは，「ひとが自分自身の主人である

ことに存する自由」［Berlin1958＝1971：320］で

あり，「自己支配」を意味している。積極的自

由では，「自己の支配者は誰なのか」が問題と

なる。

バーリンは，消極的自由と積極的自由を対比

させた上で，積極的自由が強制的自由へ転化す

る危険性を学んでいることを主張する。積極的

自由では，高次の自我である「理想的な自我」

が，低次の自我である「経験的自我」を支配す

ることによって自由が実現すると見なされる。

理想的な自我が，「制度，教会，国民，人種，

国家，階級，文化，政党」［Berlin1958＝1971：

66］などの外的権威へ同一化した時により高い

自由が実現すると解されるようになると，経

験的自我を犠牲にすることが，自由という名

のもとに，正当化されてしまう（5）。かくして，

バーリンが「魔術的な変換」［Berhn1958＝1971：

324］と呼ぶように，積極的自由は，強制的自

由へと転化するのである（6）。

また，積極的自由には，「内なる砦への退却」

［B。rhn195云＝1971：325］の危険性があることも，

バーリンは指摘している。「内なる砦への退却」

とは，「達成できないものは欲しない」［Berlin

1958＝1971：326］と決心し，自己の実現不可能

な意志や欲望を消去してしまうことである（7）。

積極的自由の視点から眺めるならば，内なる砦

へ退却すればするほど，自己支配はより完全な

ものになる。しかし，消極的自由の視点から

眺めるならば，「禁欲的な自己否定は誠実さや

精神力の一源泉ではあるかもしれないが，どう

してこれが自由の拡大と呼ばれうるのかは理解

しがたい」とバーリンは積極的自由を批判する

［Berlin1958＝1971：334］。

消極的自由を擁護する理由として，バーリン

は，消極的自由が「より真実で，より人間味の

ある理想」であることを主張している。「より

真実である」のは，「人間の目標は多数であり，

そのすべてが同一単位で測りうるものではな

く，相互にたえず競いあっているという事実を

認めているから」である。また，「より人間味

がある」のは，「ある高速な，とりとめのない

理想の名において，人間から，かれらの人間と

しての生活に欠かしえないと思われる多くのも

のを奪い去ることをしないから」である［Berlin

1958＝1971：389］。

かくして，バーリンは，第一に，価値の多元

性を認めており，第二に，とりとめのない理想

により自由を抑圧することがない，という理

由から，「…への自由（fieedomto）」と呼ばれ

る積極的自由よりも，「…からの自由　伍eedom

丘om）」と呼ばれる消極的自由の優越性を主張

するのである（8）。

2－2．個大化の両義性

それでは，市場原理に基づいた個人化による

「選択肢の拡大」が個人の自由を拡大するもの
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なのか否かを，バーリンの自由論を批判的に展

開しながら考察しよう。

「どれぐらい多くのドアーが開かれているか」

［Berlin1958＝1971：58］という選択肢の量の問

題を重視するバーリンの消極的自由論に対して

は，いくつかの批判がある。

消極的自由に対する批判としては，第一に，

バーリンが選択肢の質を軽視している点が挙げ

られる。テイラーによれば，自由にとって重要

なのは，選択肢の量を意味する「機会概念」で

はなく，選択肢の質を意味する「行使概念」で

ある。バーリンの消極的自由には，この「行使

概念」が欠けているとテイラーは厳しく批判す

る［n〆or1979］（9）。

消極的自由に対する批判としては，第二に，

バーリンが「自由」と「自由の行使の条件」を

区別している点が挙げられる。「扉が外部から

閉ざされていないことと，行為者がその扉に実

際にアクセスすることができるかどうかは明ら

かに別の事柄であり，外的な干渉の不在は，行

為者がその選択肢を実現しうる状態にあると

いうことを必ずしも保障しない」［斎藤2005：

35］。消極的自由を万人に付与することと，そ

の実効的な行使の条件を平等に保障することは

異なるものではないのである（10）。

バーリンの消極的自由に対する批判から，個

人化における自由を再考すると，単なる選択肢

の拡大は個人の自由の拡大に直結していないこ

とが明らかになる。

テイラーの見解には，個人が選択肢の質を正

当に判断することが可能なのかという疑問は残

るものの，「自由の問題を選択肢の量の問題に

還元することはできない」というその主張には

説得力がある。「選択肢の拡大」を担保に「自

己責任」を要求する，リスク管理の個人化の論

理は，自由の問題を選択肢の量の問題に還元す

ることによって初めて成立する破綻した論理で

あることが理解できよう。

また，「自由」と「自由の行使の条件」をバー

リンが区別しているという批判も的を射た見解

である。私的保険やセキュリティ商品は多種多

様で，各リスクに対する選択肢は充実してい

る。しかし，市場原理に基づいた選択肢の拡大

は，その選択肢にアクセスできる人間を限定し

てしまう。そのため，選択肢にアクセスできる

「リスク管理が可能な人間」と，選択肢にアク

セスできず「リスク管理が不可能な人間」の二

極化が進んでいる。つまり，仮に量的・質的に

充実した選択肢が用意されていても，それらの

選択肢にアクセスする「自由の行使の条件」が

整備されていないのならば，自由な状態とはい

えないのである。

3．アーキテクチャによる規制と自由

3－1．ホップズの自由

続いて，アーキテクチャによるリスク管理を

考察するために，ホップズの自由論を検討しよ

う。

ホップズによれば，自由とは，「外的障樽

が存在しないこと⊥［坦遡毎週哩＝埋牲［二王

216］を意味しており，この定義は，「非理性的

な非生命的な被造物」［Hobbes1991＝1992［二］

：86］にまで当てはめることができる。しかし，

人間の場合は，「かれが，しようという意志，

意欲または性向をもつものごとを，おこなうに

あたって，とどめるものをなにもみいださな

い」［Hobbes1991＝1992［二］：87］ことが自由

なのである（11）。
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ホップズは，『リヴァイアサン』の第十四章

「第一と第二の自然法について，および契約に

ついて」の中で，次のように述べている。

「著作者たちがふつうに自然権とよぶ自然

の権利とは，各人が，かれ自身の自然すなわ

ちかれ自身の生命を維持するために，かれ自

身の意志するとおりに，かれ自身の力を使用

することについて，各人がもっている自由で

あり，したがって，かれ自身の判断力と理性

において，かれがそれに対する最適の手段と

考えるであろうような，どんなことでもおこ

なう自由である」［Hobbes1991＝1992［一］：

216］。

ここでホップズは，自然状態における人間の

自由を宣言している。各人は己の生命のため

には何をしてもよいのであり，どのような障

害も，「かれが自分にのこされた力を，かれの

判断力と理性がかれに指示するであろうよう

に，使用するのをさまたげることはできない」

［Hobbes1991＝1992［一］：216］。ホップズによ

れば，いかなる障害や強制があろうとも，自由

を意志する個人の判断力や理性を規制すること

はできないのであり，原理的には，どのような

状況においても個人の自由は存在するのであ

る。

し巌し，＿＿自＿然状態におj上る且由丘行使す＿る＿こ

とと，自己の生命を保存することは，必ずしも

両立するものではない。この一見矛盾した議論

を解決するために，ホップズは，「基本的自然

法」と「第二の自然法」を提示するのである。

まず，「基本的自然法」では，第一に，各人

が平和を獲得する望みが存在する限りはそれを

追求することを，第二に，平和を獲得できない

時に限り，戦争を含めたあらゆる手段を利用し

てもよいということを主張する。次に，「第二

の自然法」では，平和と自己防衛のために必要

だと思う限り，他人と同程度の権利を放棄し，

他人と同程度の自由で満足すべきであることを

ホップズは主張する［Hobbes1991＝1992［一］：

217－218］。

どのような状況においても，本来人間には自

由が存在するという「自然的自由」を主張する

一方で，ホップズは，主権者の下で合理的に行

為する限り，生命の維持は保障されると考えて

いる。こうした社会状態における自由を「社会

的自由」と呼ぶことができる。各人が自己の生

命の保存を貫徹するために「自然的自由」を行

使するならば，「万人の万人に対する闘争」が

生じてしまう。この「万人の万人に対する闘

争」を回避し，自己の生命の保存を確保したい

のならば，自然状態における「なにごともなし

うる自由」の一部を主権者に譲渡しなければな

らないのである。

では，その主権者とはどのような人間なの

か。

「人格とは，『かれのことばまたは行為が，

かれ自身のものとみなされるか，あるいはそ

れらのことばまたは行為が帰せられる他人ま

たはなにか他のもののことばまたは行為を，

＿真実にま＿たは＿擬制＿的＿に偲表す＿るものとみなさ

れる』人のことである」［Hobbes1991＝1992

［一］：260］。

ホップズは，主権者の根拠を神に求める王権

神授説を否定し，全成員の意志を代表する「人

格」が主権者であると主張する。さらに，ホッ

プズは，主権者が唯一の立法者であることも主

張する。君主政治であろうと，民主政治であろ

うと，貴族政治であろうと，コモンーウェルス
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の立法者は，主権者だけなのである［Hobbes

1991＝1992［二］：165］。

以上のことから，ホップズの「自然権の放棄」

の主旨が，全成員の代表である主権者が作成し

た法に従って，各人が生命の維持を目指すこと

にあることが理解できよう。

3－2．アーキテクチャによる規制の特異性

ホップズの自由の特徴は，「生の安全」が目

的であり，そのた捌こは，主権者の裁量によっ

て，個人の自由の領域の伸縮が可能なことで

あった。同じく，アーキテクチャによるリスク

管理においても，アーキテクチャによる個人の

自由の制約は，「生の安全」を保障するものと

して正当化されている。両者における自由の差

異は，どこにあるのであろうか。

両者の差異は，第一に，自由を規制するもの

に対する認識の有無にある。ホップズの時代の

法や規範による規制と，アーキテクチャによる

規制では，その規制の質が全く異なる。なぜな

ら，レッシグが，「アーキテクチャと市場は先

に規制する。法や規範は，後払いだ」［Lessig

1999＝2001：434］と述べているように，法や規

範による規制は，その対象者に対する制裁が事

後的なのに対して，アーキテクチャによる規制

は，その対象者に対する制裁が事前的だからで

ある。アーキテクチャによる規制は，その対象

者が選択を行使する以前に効力を発揮してい

る。

それでは，アーキテクチャによる規制が，事

前的に効力を発揮する理由とは何なのであろう

か。その理由は，アーキテクチャによる規制

が，何よりも個人に対する内面化を必要としな

い点にある。「アーキテクチャは，主観化がまっ

たくなくても制約できる。鍵は，鍵がドアをブ

ロックしているのを泥棒が知らなくても，泥棒

を制約する」［Lessig1999＝2001：436］。つまり，

アーキテクチャによる規制は，環境そのものに

埋め込まれているため，その存在を規制の対象

が認識していなくても，半ば強制的に作用する

のである。

ホップズの自由と，アーキテクチャによるリ

スク管理における自由の差異は，第二に，ホッ

プズの自由を規制する者が，全成員の代表であ

る主権者であったのに対して，アーキテクチャ

における自由を規制する者が，私的利益を追求

する企業であるという点である。ホップズが想

定する主権者は，主権の全面譲渡を求めること

から，「絶対王政の擁護」という批判があるも

のの，その前提は「国民主権」にある。全成員

の代表が唯一の主権者であり，その主権者が自

由を規制するのである。それに対して，アーキ

テクチャを構築する企業は，その構成員も利益

享受者もごく一部の人間である。さらに，企業

の数だけ存在するアーキテクチャは，私的利益

を追求するため，窓意的に改変することが可能

なのである（12）。

こうしたアーキテクチャによる規制は，リス

ク社会において勢いを増している。その理由と

して，第一に，低コストで効果的なリスク管理

が可能な点が挙げられる。法や規範と比較し

て，アーキテクチャは，規制そのものを作り出

すことが容易である。そのため，規制そのもの

を迅速かつ経済的に作り出すことが可能なので

ある。さらに，アーキテクチャは，個人に対す

る内面化が不要なため，個人に規律を認知さ

せ，教育するコストを不要とし，その規制も強

制的で効果的なのである。
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規律と訓練の対象として個人を捉え，リスク

を事後的に処理することを目標とする従来の規

制とは異なり，リスク社会では個人をリスクの

構成要素の一つとして捉え，リスクを事前的に

処理することが目標とされている。ドゥルーズ

は，個人に禁止を課す「規律社会」から，個人

に自由を奨励することによって権力作用が発動

する「管理社会」への移行を考察しているが

［Deleuze1990＝1996］，アーキテクチャの普及

は，まさにこの管理社会化と対応関係にあると

いえよう。

アーキテクチャによる規制が台頭する理由と

して，第二に，私的利益の追求に依拠した規制

が可能な点が挙げられる。すでに紹介したよう

に，テーマパークやショッピングモールでは，

利用者の安全を確保することはもとより，非日

常性の体験を提供するために，アーキテクチャ

が利用されている。アーキテクチャは，衛生的

で均質的な消費空間を構築すると同時に，消費

意欲を刺激する不可視の装置として機能してい

るのである。

4．不可視化する自由の制限

4－1．リスクの不平等化

ペックは，富める者も力を持つ者もリスクを

前にしては安全ではなく，「それが及ぶ範囲内

で平等に作用し，その影響を受ける人々を平等

化する」［Beck1986：48＝1998：51］と述べている。

しかし，予防的措置を極大化するリスク社会の

進展は，「リスクの平等化」よりも「リスクの

不平等化」を推し進めている（13）。

ゲートやフェンスによって玄関口が管制され

た住宅街区であるゲーテツド・コミュニティ

は，アメリカでその数を急速に伸ばしており，

その概念は，日本でも「セキュリティタウン」

という名のもとで輸入されている。

また，現在のイギリスにおいて最大のボラン

ティア運動となっている「近隣警戒」（14）は，被

害のリスクが低く環境も良い富裕層のコミュニ

ティで組織化が進み，その反対に，犯罪が多発

し環境も荒廃した貧困層のコミュニティでは，

なかなか組織化が進まないという，矛盾した現

実に直面している［伊藤2003］。日本において

も，「街の安全」というスローガンの下で形成

される「防犯ボランティア団体」の増加が著し

いが，これらの自主的な防犯活動も，主に犯罪

の発生率が低い高級住宅街で活発な傾向にあ

る（15）。

福祉国家の弱体化とリスク社会化が同時に進

む社会では，国家によるリスク管理に依拠した

「公助によるリスク管理」が弱体化し，個人に

よるリスク管理に依拠した「自助によるリスク

管理」が支配的となっている。公助によるリス

ク管理とは，「再分配」に基づいたリスク管理

であり，中央政府や地方政府などの中心的主体

がリスクの再分配を行うことである。他方，自

助によるリスク管理とは，「交換」に基づいた

リスク管理であり，貨幣を介した等価交換を前

提としたリスク管理である。自助によるリスク

管理は，市場原理と親和性が高く，私的サービ

スの購入が可能な「低リスク集団」と，購入が

不可能な「高リスク集団」に二極化する現象を

生み出している（16）。

自助による「生の安全」の追求は，一部の人

間にリスクを押し付ける「リスクの不平等化」

を前提としている。ここで追求されている安全

とは，他者を喪失した「＜私的な＞生の安全」

である。価値観を共有できないもの，異質なも
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の，予測不可能なものを排除した私的空間を構

築することが，「生の安全」の追求なのである。

「生の安全」と「自由」を同一視し，リスク管

理が強化されていく過程で，自由の意義は，「生

の安全」の追求から，「私的空間」の追求へと

転換している。

自助によるリスク管理は，生活空間を分断化

し，人々の関心を内部志向的にする。生活空間

の分断化は，生活空間の外に存在する他者やリ

スクの存在を視界から締め出し，外部に対する

無関心を促進する。自助によるリスク管理を求

める圧力は，「個人的な関心」に基づいた生活

空間の構築に拍車をかけ，「個人的な関心」と

「非個人的な関心」の断絶を招いているのであ

る。

4－2．「自由を感じること」と「自由である

こと」

ワインスタインは，「自由あるいは不自由を

感じること」と「自由あるいは不自由であるこ

と」について考察している［Ⅵ屯instein1965］。

「己の欲していることに障害があるならば，

不自由を強く実感するかもしれない。しか

し，己の欲していない行為に障害があったと

しても，不自由を軽く感じる，あるいは一瞬

だけ不自由を感じるだけである」［Weinstein

1965：156］。

ワインスタインが自由において重視するの

は，欲望の強弱である。自由を感じるのは，欲

望の強い行為に対して障害が存在しない時であ

り，同様に，不自由を感じるのは，欲望の強い

行為に対して障害が存在する時である。反対

に，欲望の弱い行為に対しては，障害が存在し

なくても自由を実感しにくく，障害が存在して

も不自由を実感することは難しい。ワインスタ

インによれば，「自由あるいは不自由を感じる

こと」と「自由あるいは不自由であること」は

異なるのである。

以上のことから，消極的自由の概念には，重

要な二つの意味が含まれていることがわかる。

第一に，したいことをなしうることであり，第

二に，他人から妨害を受けないことである［小

川1985：60－61］。

以下では，これら自由の二つの要素を軸とし

ながら，「個人化における自由」と「アーキテ

クチャによる規制の下での自由」を再度考察す

る。

まず，個人化における自由から再考しよう。

個人化による解放は，多種多様な選択肢を個人

に提示しているが，市場原理に基づいた選択肢

の拡大は，それらの選択肢にアクセスできる者

を一部の人間に限定してしまう。「アクセス不

可能な選択肢」が存在するという問題は絶えず

先送りされ，その選択肢にアクセスできなかっ

たことで被る損害のみが，「自由な自己決定の

帰結」として現れる。つまり，個人化における

「したいこと」とは，「アクセス可能な選択肢」

の中から「したいこと」を選択する行為に変容

している。さらに，「選択肢の拡大」を担保に

「自己責任」を要求するレトリックの下では，

「他人による障害」の存在も，個人的に解決す

べき問題として処理されるのである。

次に，アーキテクチャによる規制の下での自

由を再考しよう。アーキテクチャによる規制の

下では，個人の選ぶべき選択肢はあらかじめ

提示されている。常にわれわれを先回りして，

次々と「最良の選択肢」を用意しているのであ

る。すなわち，アーキテクチャによる規制の下



214

での「したいこと」とは，「提示された選択肢」

をそのまま選択する行為なのである。また，個

人が選択を行使する以前から，事前的に効果を

発揮するアーキテクチャの下では，自由の制限

が不可視でその存在を実感することが困難であ

る。そのため，不自由を感じる機会も強制的に

排除されている。

リスク社会においては，リスク管理の過程で

「潜在的な選択」［Berlin1958＝1971：58］がリス

クと共に排除されている。リスク管理という厚

いフィルターを通過した後では，「提示された

選択肢を消極的に選び取る行為」が，「自由な

自己決定に基づいた行為」へと変容しているた

め，われわれは「したいことをなしている」と

いう感覚を獲得できている。また，自由に対す

る制限も不可視化が進んでいるため，われわれ

は「他人による障害が存在しない」という感覚

も獲得できている。しかし，ワインスタインが

考察しているように，「自由を感じること」と

「自由であること」は異なるのである。

結びにかえて

選択の自由を担保に自己責任を要請する個人

におけるリスク管理と，アーキテクチャによる

規制に代表される強制的なリスク排除は，相互

補完的な関係を維持しながら， 予防的措置を極

大化している。個人化は，伝統的な拘束から個

人を解放し，個人の選択肢の拡大をもたらし

た。しかし，市場原理に依拠した選択肢の拡大

は，一部の選択肢にアクセスできない人々を生

み出している。また，不可視のアーキテクチャ

によ1る規制は，個人の内面化が不要なため，強

制的に効力を発揮するものの，その自由の制限

を個人が意識化できないという問題がある。そ

して何よりも，あらゆる損害を「自由な自己決

定の帰結」として個人に帰責する，リスク社会

のシステムそのものが，個人の自由の最大の障

害となっている。

リスク対策の主体が個人に移ることによっ

て，「生の安全」は，個人的に選択し，個人的

に獲得するものへと変容した。そこで人々は，

「生の安全」を獲得するために自らの生活を囲

い込むが，そうした私的空間の追求が，「生の

安全」そのものを脅かすというパラドックスが

生じている。安全な私的空間の追求というミク

ロな次元での部分の最適化が，「生の安全」の

ゆらぎというマクロな次元での問題を引き起こ

している。

自由に対する不可視の制限によって，われわ

れの自由は着実に侵食されている。しかし，こ

うした自由の制限は，「自由を感じること」に

よって認識することができない状態にある。リ

スク社会では，「自由を感じること」によって，

「自由であること」の問題が隠蔽されているの

である。

自由に対する制限が，個人の自由を保障する

ものであろうと，侵害するものであろうと，自

由の制限を可視化していく作業が必要であろ

う。なぜなら，それは，自由を制限するシステ

ムやアーキテクチャの妥当性を問い直すための

前提条件だからである。「自由であること」は，

自由に対する制限や負荷への意識を基盤として

成立するのである。

〔投稿受理日2007個．21／掲載決定日2007．11．29〕
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注

（1）アーキテクチャによる規制の説明として，レッ

シグはカーステレオの例を挙げている。カーステ

レオ盗難が問題になっている場合，カーステレオ

泥棒に対する罰則を強化することで，盗難を防止

することができよう。しかし，カーステレオが特

定の車から取り外された時点でセキュリティロッ

クが発動し，カーステレオが機能しなくなるよう

なアーキテクチャが設計されていれば，刑罰の脅

しと同様に，カーステレオ盗難を抑止する手段と

して有効になるかもしれない［Lessig1999＝2001：

162］。

（2）「観光は通常・日常と非日常との基底的二項対立

から生じる」［Urry1990＝1995＝21］とアーリが述

べているように，観光地として消費されるテーマ

パークは，日常と非日常の二項対立から生じ始め

ている。

（3）アーリは，ショッピングモールから排除される

人々を「社会的汚染」と呼んでいる。社会的汚染

には，「アルコール中毒者，ホームレス，売春婦，

麻薬使用者，スリ，危険なドライバー，十代のギャ

ングだけでなく，場合によってはその他のツーリ

スト」も含まれる［Urry1995＝2003：313－4］。

（4）ライアンによれば，監視とは，「個人の身元を特

定しうるかどうかはともかく，データが集められ

る当該人物に影響を与え，その行動を統御するこ

とを目的として，個人データを収集・処理するす

べての行為」［hon2001＝2002：13］を意味する0

（5）「二つの自由概念」は，1958年にオックスフォー

ドで行われた，バーリンの教授就任演説を出版し

たものである。1958年という時代背景から，バー

リンが念頭に置いているのは，ファシズムや共産

主義などの全体主義である。

（6）→キーリーーン昧一積極的一日由一を重視す－る一思想家－と－し

てルソーの名前を挙げている。ルソーによれば，

「一般意志」とは，「つねに正しく，つねに公の利

益を目ざす」［Rousseau1954＝1954：146］ものであ

り，「一般意志に従うこと」と「自由になること」

は同一である。一般意志に従うことによって自由

が実現するというルソーの理論は，確かに強制的

自由への転化を連想させるものである。しかし，

積極的自由の理論が抑圧の理論に転化する際に重

要な「自己実現説」はルソーの思想には登場しな

い。また，少数者による強制的支配を正当化する

積極的自由の理論と，立法への全員参加を前提と

するルソーの強制的自由の理論は，明らかに異な

るものといえよう［堤林1998：64－5］。

（7）「内なる砦への退却」の一例として，バーリンは

「禁欲主義者，静寂主義者，ストア派の哲人，仏教

の賢者等の伝統的な自己解放のやり方」を挙げて

いる［Berlin1958＝1971：326］。

（8）積極的自由に厳しい批判を加えたバーリンであ

るが，消極的自由を一方的に擁護しているわけで

はない。バーリンは，積極的自由が消極的自由と

「同等の権利をもつ究極的価値」であることを認め

ている［Berlin1958＝1971：381］。

（9）「開かれているドアー」の量の問題に重点を置き

過ぎているとはいえ，バーリンは自由の質の問題

に対して全く配慮がなかったわけではない。バー

リンは，「すべてのドアーが等しい価値をもつわけ

ではなく，またドアーの外にある道がどんな機会

を提供するかは，それぞれ異なっている」ことを

指摘している［Berlin1958＝1971：73］。

㈹　この他にも，消極的自由に対する批判としては，

消極的自由を制約する強制が「他人の故意の干渉」

［Berlin1958＝1971：305］に限定されている点が挙

げられる。井上は，自己の抑えがたい衝動，能力

の欠損などの「行為主体に属する要因」が障害に

含まれないのならば，消極的自由は積極的自由に

転化してしまうと批判している。「自由の有無の問

題は自由の侵害に対する責任者の有無の問題とは

概念的に異なる」のである［井上1998：23］。

（11）スタイナ一によれば，自由に対する障害とは，

ある行為を物理的に不可能とするような障害が存

在する時のみであり，極めて限定された「障害」

の定義を提示している［Steiner1974：33］。

㈹　アーキテクチャが窓意的に改変された一例とし

一一て，－ヰ国一版Google－の検閲開港が挙併られ－よう－。」中

国版Googleでは，検索結果の表示に対して中国政

府当局が制限を加えている。したがって，「天安

門」と検索ワードを入力しても，天安門事件に関

わる記事は表示されない。

㈹　ペックは，リスクが社会的な格差や区別を相対

化すると考える一方で，「富は上方に，リスクは下

方に」集中する傾向が依然存在し，階級社会とリ

スク社会の間には重なり合う点が多いことを認め

ている［Beck1986：48＝1998：51］。

㈹　イギリスの近隣警戒は，2000年の時点で，活動
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組織数が15万5000組織，加入世帯数が600万世帯に

まで拡大している。600万帯という数は，イギリス

の全世帯数の27％にも及んでおり，現在のイギリ

スにおいて最大のボランティア運動となっている

［Sims2001］。

㈹　高級住宅街の成城では，住民が主体的に防犯カ

メラを設置しており，その数は400台を突破してい

る［朝日新聞2007年2月10日夕刊］。

㈹　リスクの不平等化が進行しつつある中，公園や

公共交通機関，公立学校や公営住宅，公的な社会

制度などが，「安全ではないもの，頼りにならない

もの，劣悪なもの」といった否定的なイメージで

眺められつつある［斎藤2005b：142］。
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